
 

 

公益社団法人秦野市シルバー人材センター事務局臨時職員就業規

程 

（平成３１年３月１８日施行） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公益社団法人秦野市シルバー人材センター（以下「セン

ター」という。）の職員のうち臨時職員の就業について、必要な事項を定め

る。 

２ この規程に定めるもののほか、臨時職員の就業に関する事項は、労働基準

法（昭和２２年法律第４９号）その他の法令の定めるところによる。 

（採用） 

第２条 採用にあたっては、慎重かつ公正に選考しなければならない。 

２ 臨時職員として就職を希望する者が採用に際し、履歴を偽り、または不実

の陳述をした場合は、採用を取り消すことがある。 

３ 臨時職員として就職を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 

(1) 履歴書（写真貼付） 

(2) その他、センターが必要とする書類 

（雇用期間） 

第３条 臨時職員の雇用期間は、６か月以内とする。ただし、センター及び臨

時職員の双方が合意した場合は、１年以内の期間を定めて更新することがで

きる。また雇用の限度は、７０歳に達した日以降における最初の３月３１日

を雇用限度満了とする。 

２ 通算雇用期間が５年を超えた場合は、別に定める様式により申し込むこと

により、現在の雇用期間における末日の翌日から、期間の定めのない無期労

働契約に転換することが出来る。 

ただし、無期労働契約へ転換した臨時職員に係る定年は、７０歳とし、定

年に達した日以降における最初の３月３１日をもって退職日とする。 

３ この規程に定める労働条件は、前項に定める無期雇用契約に転換した後も

引き続き適用する。 

４ 第２項の通算雇用期間は、平成２５年４月１日以降に開始する期間の定め

がある有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在の雇用期間におけ

る末日までの期間とする。 

（勤務時間）
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第４条 臨時職員の勤務日数等は、次の各号に定める範囲内とする。 

(1) １か月当たりの勤務日数は、１３日以内とする。 

(2) １日の勤務時間数は、７時間４５分以内とする。 

（時間外勤務） 

第５条 理事長は、業務のため必要があるときは、正規の勤務時間を超えて勤

務することを命じることができる。 

（休暇等） 

第６条 臨時職員の休暇は、年次休暇および介護休暇とする。 

（年次休暇） 

第７条 臨時職員が、雇用日から６か月継続勤務し、その全勤務日（勤務を要

する日のすべてを言う。）の８割以上勤務した場合、継続勤務が６か月を超

えることとなる日から、別表に掲げる勤続年数に応じて年次休暇を与える。 

２ 年次休暇の繰越の起算日は、継続勤務期間の初日とする。 

３ その他、臨時職員の年次休暇の取扱いについては、公益社団法人秦野市シ

ルバー人材センター事務局職員就業規程（以下「事務局職員就業規程」とい

う。）第１５条を準用する。 

（介護休暇） 

第８条 臨時職員の介護休暇については、事務局職員就業規程第４２条の４を

準用する。 

（賃金） 

第９条 公益社団法人秦野市シルバー人材センター事務局職員の給与に関する

規程（以下「給与規程」という。）第１１条に定める任用期間に定めのある

職員の給与については、ここに定めるとおりとする。 

２ 賃金は、時間給とする。 

３ その他、通勤手当、時間外手当については、給与規程第２条の規定により

算出した額を支給する。 

（服務） 

第１０条 臨時職員の服務については、事務局職員就業規程第２４条から第３

２条の規定を準用する。 

（退職または解雇） 

第１１条 臨時職員の退職または解雇については、事務局職員就業規程第３６

条、第３８条から第４０条の規定を準用する。 

（制裁）
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第１２条 臨時職員の制裁については、事務局職員就業規程第４７条から第４

８条の規定を準用する。 

（安全衛生および災害補償等） 

第１３条 臨時職員の安全衛生および災害補償等については、事務局職員就業

規程第４９条から第５４条の規定を準用する。 

（委任） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、臨時職員の就業等について必要な事

項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則 

１ 公益社団法人秦野市シルバー人材センター事務局職員就業規程第５５条第

２項を削る。 

２ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第７条関係） 
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以
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週３日勤務を

要する職員 

１年間に 121 日から 168 日ま

での日数の勤務を要する職員 
5 6 6 8 9 10 11 

週２日勤務を

要する職員 

１年間に 73 日から 120 日まで

の日数の勤務を要する職員 
3 4 4 5 6 6 7 

 

１８９ 


